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第 410 回狛江市行財政改革推進本部会議会議録

１ 日 時 令和６年３月５日（火）午前９時 40 分～９時 45分

２ 場 所 市長公室

３ 出席者 本部長 松原市長 副本部長 平林副市長

副本部長 柏原教育長 本部員 髙橋企画財政部長

本部員 田部井総務部長 本部員 片岡市民生活部長

本部員 宗像福祉保健部長 本部員 門井環境部長

本部員 小俣都市建設部長 本部員 波瀬教育部長

本部員 鈴木議会事務局長

４ 事務局 冨田政策室長 宇野企画調整担当主任

５ 欠席者 本部員 小川子ども家庭部長

６ 議 題 １ 令和５年度狛江市基本計画推進委員会からの提言に対する取組・検討

結果報告書（案）について

７ 会議概要

本 部 長 それでは、「１ 令和５年度狛江市基本計画推進委員会からの提言に対する取

組・検討結果報告書（案）について」説明をお願いする。

事 務 局 令和５年度の外部評価として、基本計画推進委員会での会議を経て、令和５年

度狛江市基本計画推進委員会提言書として、３つの評価対象施策に対する提言及

びＳＤＧｓに対する評価をいただき、９月 21 日付けで委員会から提言書を市長

へ提出した。提言に対する取組・検討結果について、各部署が所管する取組にお

いて検討の上、「令和５年度狛江市基本計画推進委員会からの提言に対する取

組・検討結果報告書」（案）として、まとめている。取組・検討結果等について

は、施策ごとにまとめているが、全体として、継続して取り組むもの、令和６年

度以降に実施予定のもの、対応に向けて検討する方向での結果となっている。事

前に指摘のあった４ページの取組の４番目、まちづくり指導基準の改正内容は、

防犯カメラ設置や防犯性能の高い建物部品の使用等を指導できるように改正す

るものである。５ページの取組の２番目は、本会議後、担当部局と改めて調整を

行う。また、10ページに令和４年度の取組・検討結果等の進捗状況も併せて記載

している。３月 12 日までに各部確認の上、意見等あれば政策室まで。その後、

３月 19 日予定の庁議前に改めて行財政改革推進本部会議を開催し、再度審議い

ただきたい。

副本部長 まちづくり指導基準については、具体的な内容を記載するように。防犯カメラ

の設置方針については、どのような内容を検討するのか。

事 務 局 防犯カメラ設置方針を検討する、という記載については、政策室で各部の回答

を取りまとめた後、政策室で追加したものであり、各部には調整せずに記載した

箇所となっている。この部分を含めて調整する。
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本 部 長 他に質問・意見等なければ、内容について各部署で確認することとし、第 410

回狛江市行財政改革推進本部会議を終了する。


